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制度の基本となるのは、一人ひとりのゆずりあいの心です。
必要な方が利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

　障害のある方などのための駐車区画を適正にご利用いただくため、県が利用証を発行する制度が、平成28年１月から
始まります。
　対象となる駐車場は、公共施設など不特定多数の方が利用する施設の駐車場のうち、制度の対象として県に登録され
た障害者等用駐車区画（登録障害者等用駐車区画）です。
　登録障害者等用駐車区画として標示されている場所に駐車する場合は、和歌山県が発行する「障害者等用駐車区画利
用証」又は公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」を掲示するようお願いします。

　公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなど、不特定多数の方が
利用する駐車場のうち、県に届出があり、カラーコーンや看板などで
「登録障害者等用駐車区画」として標示されている駐車区画です。
（県内の対象施設は県のホームページでご覧いただけます。）
　なお、「登録障害者等用駐車区画」として登録される区画には、白色
の車いすマーク（国際シンボルマーク）などが塗装された幅広の「車い
す使用者用駐車区画」と、「ゆずりあい駐車区画」（施設出入口近くの
通常幅）があります。

　登録障害者等用駐車区画に駐車する際に必要な利用証で県が発行しま
す。　　　　　　　　
　ただし、既に、公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」を
お持ちの場合は、利用証として代用できます。
　なお、本県で交付した利用証は、他府県における同様の制度の駐車区
画でもご利用いただけます。

　申請書に必要事項を記入し、歩行が困難なことが確認できる書類を持参のうえ、申請窓口（裏面記載）にご提出くだ
さい（郵送での申請、代理人による申請も可能です。詳細は県のホ ームページでご確認ください）。 
　※詳しくは、裏面の『利用証の申請手続き』をご覧ください。

お問い合わせ先

登録障害者等用駐車区画とは

利用証とは

利用証の申込み

　和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課
　〒640－8585（県庁専用） 和歌山市小松原通１－１
　電　 話 073－441－2532 ／ FAX 073－432－5567
　E-mail：e0404001@pref.wakayama.lg.jp
　県ホームページ http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/riyosho 

「わたしは停めません」～本当に必要な人のために～
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